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申
請
免
除（
全
額
・
一
部
） 

 

　
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
収
入
が
少
な
く
、

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、
申
請
書
を
提
出

し
承
認
さ
れ
た
場
合
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一

部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。 

　
申
請
免
除
は
４
段
階
で
、「
全
額
免
除
」「
４
分

の
３
免
除
」「
半
額
免
除
」「
４
分
の
１
免
除
」
が

あ
り
ま
す
。 

【
申
請
免
除
の
対
象
と
な
る
方
】 

　
「
申
請
者
本
人
」、「
申
請
者
の
配
偶
者
」、「
世

帯
主
」
の
前
年
の
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ

た
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。 

 

若
年
者
納
付
猶
予 

 

　
30
歳
未
満
の
方
で
収
入
が
少
な
く
、
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
申
請
書
を
提
出
し
承
認
さ

れ
た
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。 

【
納
付
猶
予
の
対
象
と
な
る
方
】 

　
「
申
請
者
本
人
」、「
申
請
者
の
配
偶
者
」
の
前

年
の
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
基
準
に
該

当
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。 

  

◎
申
請
免
除
・
納
付
猶
予
の
承
認
期
間
は
７
月
か

ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。 

　
な
お
、
平
成
21
年
７
月
末
ま
で
の
申
請
に
か
ぎ

り
、
平
成
20
年
７
月
か
ら
平
成
21
年
６
月
ま
で
の

申
請
が
で
き
ま
す
。 

 

◎
全
額
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
は
継
続
申
請
が

で
き
ま
す
。 

　
申
請
時
に
あ
ら
か
じ
め
申
請
書
に
継
続
希
望
を

明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
翌
年
度
以
降
改
め
て
申

請
を
行
わ
な
く
て
も
継
続
し
て
申
請
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
審
査
さ
れ
ま
す
。 

 

学
生
納
付
特
例 

 

　
学
生
本
人
の
前
年
所
得
が
118
万
以
下
で
あ
る
場

合
、
申
請
書
を
提
出
し
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
で
す
。
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。 

▼
手
続
き
に
持
参
い
た
だ
く
も
の 

・
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も

の 

・
認
印（
本
人
署
名
の
場
合
は
不
要
） 

・
失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
と
き
に
は
、
「
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
」
等
の
写
し 

・
学
生
納
付
特
例
は
、
平
成
21
年
度
有
効
の
学
生

証
の
写
し 

○
追
納
に
つ
い
て 

　
免
除
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
は
10
年
以
内
な

ら
後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
追
納
と
い

う
）。
追
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
老
齢
基
礎
年
金

の
年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

２
年
目
を
過
ぎ
て
追
納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保

険
料
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す
の
で
、
早
め
の
「
追

納
」
を
お
す
す
め
し
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
保
険
福
祉
課
　
☎
内
線
２
７
５ 

　
町
で
は
、
原
子

爆
弾
被
爆
者
の
方

の
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
見

舞
金
を
支
給
し
ま

す
。 

 

▼
対
象
者 

　
平
成
21
年
４
月
１
日
現
在
大
磯
町

に
住
所
を
有
し
、
被
爆
者
健
康
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方 

▼
申
請
方
法 

　
見
舞
金
支
給
申
請
書
を
総
務
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
総

務
課
に
て
配
布
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

▼
申
請
期
間 

　
７
月
１
日（
水
）〜
８
月
７
日（
金
） 

▼
持
参
す
る
物 

　
被
爆
者
健
康
手
帳
、
認
印
、
振
込

先
が
確
認
で
き
る
も
の（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
で
お
願
い
し
ま
す
。） 

▼
見
舞
金
の
額
　
６
千
円（
年
額
） 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
総
務
課
　
☎
内
線
２
１
０ 

ご
存
知
で
す
か
？

ご
存
知
で
す
か
？ 
ご
存
知
で
す
か
？

ご
存
知
で
す
か
？ 
ご
存
知
で
す
か
？ 

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業
な
ど
）で
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が 

困
難
な
方
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度 

※本人、配偶者、世帯主それぞれが基準に該当していることが必要です 
※全額免除以外は社会保険料控除等の額によって変わります 
※若年者納付猶予については全額免除の基準になります 
※（　）内については収入となります 

免除申請の対象となる所得のめやす 

扶養人数 全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除 

３人扶養 
（夫婦・子２人） 

１６２万円 
（２５７万円） 

２３０万円 
（３５４万円） 

２８２万円 
（４２０万円） 

３３５万円 
（４８６万円） 

１人扶養 
（夫婦のみ） 

　９２万円 
（１５７万円） 

１４２万円 
（２２９万円） 

１９５万円 
（３０４万円） 

２４７万円 
（３７６万円） 

扶養なし 　５７万円 
（１２２万円） 

　９３万円 
（１５８万円） 

１４１万円 
（２２７万円） 

１８９万円 
（２９６万円） 


